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人事行政の運営状況の公表
この公表は、川場村の人事行政の運営状況についてお知らせするものです。

◎任免及び職員数に関する状況
　職員数 （単位：人）

区　　分 令和２年度当初職員数 令和２年度退職者数 令和３年度採用者数 異動による配置換え 令和３年度当初職員数
保　健　師 ５ ０ ０ ０ ５
栄　養　士 １ ０ ０ ０ １
一　般　職 52(4) ２ ２ ０ 52(4)
技能労務職 １ １ １(1) ０  １(1)
合　　計 59(4) ３ ３(1) ０ 59(5)

※括弧内数字は再任用職員数。

◎給与の状況
　１人当たりの支給額（令和３年４月１日現在）

区　　分 職員の平均年齢 平均給料月額
一般行政職 42.8歳 295,800円
技能労務職 63.0歳 187,700円

　初任給基準
区　　分 大学卒 短大卒 高校卒
一般行政職 171,700円 160,100円 150,600円
技能労務職 171,700円 160,100円 150,600円

　手当制度
手　当　名 支　　給　　額　　等

扶養手当
・配偶者　月6,500円　・子　月10,000円
・その他　月6,500円
　（被扶養者のうち15歳～22歳の者は、5,000円加算）

通勤手当
・自動車等で通勤する場合　通勤距離に応じ2,000円～31,600円
・公共交通機関を利用して通勤する場合、交通機関に係る運賃の額

住居手当 ・借家等居住　家賃に応じて支給（28,000円上限）
管理職手当 ・課長45,000円　参事38,000円　補佐31,000円

時間外勤務手当
・ 勤務日における時間外勤務１時間につき当該職員の時間単価×1.25倍（深夜は1.5倍）
・ 週休日における時間外勤務１時間につき当該職員の時間単価×1.35倍（深夜は1.6倍）

休日勤務手当 ・勤務１時間につき当該職員の時間単価×1.35倍
管理職特別勤務手当 ・課長職　１回　6,000円　　・参事、補佐　１回　4,000円
宿日直手当 ・１回　4,400円

期末手当
一般職員　・６月期　1.275月分　　　特定管理職員　・６月期　1.075月分　 　　　　
　　　　　・12月期　1.275月分　　　　　　　　　　・12月期　1.075月分　　　　　

勤勉手当
一般職員　・６月期　0.92月分　　　　特定管理職員　・６月期　1.12月分　　　　
　　　　　・12月期　0.92月分　　　　　　　　　　　・12月期　1.12月分　　　　

寒冷地手当
・世帯主である職員　扶養親族の有無に応じて 10,200円～17,800円（５か月間）
・その他の職員　 7,360円（５か月間）

◎ラスパイレス指数（国家公務員給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準）
区　　分 令和２年度 平成31年度 平成30年度 平成29年度
一般行政職 96.4 96.6 96.2 97.5

 ※全国市区町村平均　98.5　群馬県内市町村平均　98.8

◎職員福利厚生事業
　川場村互助会への補助金等

活動費補助 研修費補助 会員数 １人当たりの補助
平成30年度 　　　0円 　　　0円 66人 　　　0円
平成31年度 　　　0円 　　　0円 67人 　　　0円
令和２年度 　　　0円 　　　0円 67人 　　　0円
令和３年度 　　　0円 　　　0円 66人 　　　0円



3

◎勤務時間その他の勤務条件の状況
勤務時間、休憩・休息時間

区　　分
勤務時間

休憩時間
始業時間 終業時間

一般行政職 午前８時30分 午後５時15分 60分

　年次有給休暇の取得状況
平均取得日数 消化率

※R2.4.1～R3.3.31
11.7 31.6％

その他の休暇・育児休暇の取得状況
区　　分 病気休暇 介護休暇 育児休業

令和２年度中に新規取得又は前年度より継続中の職員数 ５人 ０人 ４人

　特別休暇の種類

有給休暇

○選挙権その他公民としての権利の行使○証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭○骨髄液の
提供のための休暇○社会貢献活動のための休暇○結婚休暇○出産休暇○職員が生後満１年に達しない子の保育休暇○妻の出産休暇○生理休
暇○妊婦の通勤緩和のための休暇○妊産婦の健康診査等のための休暇○子の看護のための休暇○忌引休暇○父母の追悼のための法要休暇○
夏季休暇○地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊○地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出
勤することが著しく困難な場合○地震、水害、火災その他の災害時において、出勤途中に身体の危険を回避する場合○その他村長が定める場合

無給休暇 ○介護休暇

◎公平委員会に係る業務の状況 （単位：件）

内　　容 要求件数
勤務条件に関する措置の要求 ０
不利益処分に関する不服申立て ０
その他 ０

◎分限及び懲戒処分の状況 （単位：人）

処　分　内　容 処分者数 処分事由

分限処分

免　職 ０
降　任 ０
休　職 １ 病気
降　給 ０
失　職 ０

懲戒処分

免　職 ０
停　職 ０
減　給 １ 公文書の不適切な取扱い
戒　告 ０
訓告等 ０

◎服務の状況 （単位：人）

区　　分 違反者数
命令に従う義務 ０
信用失墜行為の禁止 ０
秘密を守る義務 ０
職務に専念する義務 ０
政治行為の制限 ０
争議行為等の禁止 ０
営利企業従事制限 ０

公務災害補償制度 （単位：件）

加入団体 件　数 災害の概要
地方公務員災害補償
基金群馬県支部 ０

　勤務成績の評定 （単位：人）

評定時期
評定結果 成績不良に係る

主な事由成績良好 成績不良

令和３年１月 59 ０

合　　計 59 ０

◎研修及び勤務成績の評定の状況
職員研修の実施状況 （単位：日）

研修区分 日数 研修内容等

研修所研修 21 群馬県自治研修センター

自主研修 ０

各種専門研修 ０

その他の研修 ５ 群馬県町村会等

合　　計 26

◎福祉及び利益の保護の状況
　福利厚生制度 （単位：人）

区　　分 受診者数 内　　　　容

総合健診 46 人間ドック

定期健診 76 健康診断

合　　計 122

◎令和２年度川場村情報公開条例・個人情報保護条例実施状況の公表 （単位：件）

区　　分
情報公開条例 個人情報保護条例

村長部局 その他 村長部局 その他
開 示 請 求 ４ ０ ０ ０

決
定
内
訳

開　　示 ４ ０ ０ ０
部分開示 ０ ０ ０ ０
不 開 示 ０ ０ ０ ０
そ の 他 ０ ０ ０ ０

不服申立て ０ ０ ０ ０
開 示 申 出 ０ ０ ０ ０
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№552
村の情報ページ

健康福祉課 健康保険係（☎内線130）子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ

◎集団検診日程表

月　日 受付時間 対象地区 会　場

９月14日 ㈫

午後
0:30～
2:00

門前・天神 天神集会場

９月22日 ㈬ 谷　　地 谷地多目的研修集会施設

９月24日 ㈮ 川場湯原 川場湯原集会場

９月30日 ㈭ 中野・萩室・立岩 萩室集会場

10月 ５日 ㈫ 生　　品 生品多目的集会施設

＊対象地区は決まっていますが、どこの会場でも受けることができます。

　対象者は、子宮頸がん検診が20歳以上の女性、乳がん検診は40歳以上の女性です。
　集団検診か個別検診かのどちらかで受診してください。
　どちらも受診者の個人負担はありません。

＊年度当初実施した受診希望調査で「村の検診を希望する」と回答した方に受診票が送付されます。それ以外で受診を希
望する方は下記担当まで申し込んでください。

　実施期間：令和３年９月～12月
　実施医療機関等の詳細は受診票と一緒に
送付されます。

◎個別検診

健康福祉課 健康保険係（☎内線132）

10月１日から国保の保険証が新しくなります。

　国民健康保険に加入している人に新しい保険証を送ります。保険証は、９月下旬に世帯主あてに郵送いたします。保険
証が届いたら、氏名などの記載に誤りがないか、人数分の保険証があるかなどを確認してください。
　なお、現在お使いの保険証は、９月30日で使用できなくなります。10月１日から医療機関等で診療を受けるときには、
必ず新しい保険証を提示してください。
　また、マイナンバーカードをまだ作られていない方には、個人番号カード交付申請書を同封しますので、この際に是非
作成をご検討ください。

★国保の加入・脱退の届出は14日以内に
　国保に加入している人が、就職して職場の健康保険（社会保険）に加入したときや、社会保険に加入している人が退職
したり、扶養から外れたりして国保に加入するときは、必ず14日以内に届出をしてください。
　会社などの保険証を持っているのに国民健康保健証が届いた方は、手続きを忘れています。この場合、国民健康保険に
も加入している状態になり、保険税を二重に納めることになります。また、加入の届出が遅れると加入資格が発生したと
きからさかのぼって国保税を納めなければなりません。
★臓器提供意志表示について
　保険証の裏面に臓器提供するか、しないかの意思を表すことができます。また、意思表示した内容について見られたく
ない場合は、役場に置いてあります「個人情報保護シール」をご利用ください。
★ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代が安くなる人に「ジェネリック医薬品に関するおしらせ」を年２回（８月
と２月）送っています。医師・薬剤師と相談しながら上手にジェネリック医薬品をご活用ください。
　保険証と一緒に「ジェネリック医薬品希望シール」を同封しますので、保険証やお薬手帳に貼ってご使用ください。

交通事故などにあったとき
　自動車・バイクの交通事故、他人の犬にかまれたなど、第三者（加害者）によるケガによる治療費は、原則として加害
者が支払うべきものですが、届け出をすることで一時的に保険診療ができます。
　国保で治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらうことになります。
必ず、役場　健康福祉課までご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
　次の点にご注意ください！

■交通事故にあったときには、必ず警察に連絡して「事故証明書」をもらってください。
■治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。
■自損事故などは、第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です。
■飲酒運転のような不法行為や犯罪行為、故意の事故、闘争が原因で負傷した場合、保険証は使えません。
■仕事中の事故など雇用者が負担すべき事故については、労災の対象となりますので、保険証が使用できません。ただし、
労災の対象にならない場合は、保険証を使用し、治療することができますので、その際はご相談ください。
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国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者の方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により
次の要件を満たす方は、保険税（料）が減免となります

【保険税（料）の減免の対象となる方】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給
与収入の減少（※）が見込まれる世帯の方

※保険税（料）が減免される具体的な要件
事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の３以上減
少する見込みであること。

注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

○保険税（料）の減免額は、それぞれの保険の種類により異なります。
　ご自身が対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは担当窓口へお問合せください。

相談窓口はこちらです。川場村役場☎52-2111

国民健康保険税　⇒住民課税務係
介護保険料　⇒健康福祉課介護保険係
後期高齢者医療保険料⇒健康福祉課健康保険係

９月10日は下水道の日
　下水道施設は、生活環境の改善や環境保全の役割を果たすもので、各家庭から排出されるし尿や生活雑排水は、そのま
ま水路や河川へ流すと自然環境へ悪影響を与えるとともに、公衆衛生上好ましくありません。衛生的で快適な生活を送る
ために、また、みんなで生活環境・自然を守るために、下水道供用開始区域でまだ接続されていないご家庭は、早めに水
洗化工事を行い下水道に接続してください。
　なお、接続工事は村の指定工事業者が行うことになっており、書類作成、届出などの手続きをみなさまに代わって行います。
指定工事業者については、川場村から配布されているカレンダーの裏面に掲載してありますので、お気軽にご相談ください。

川場村の下水道普及状況

地区名
処理区域内

世帯数(戸) 人口(人) 普及率(％)

門前地区 118 368 88.1 

谷地地区 243 756 88.0 

川場湯原地区 124 338 75.2 

中野地区 40 150 83.3 

萩室地区 84 269 86.6 

立岩地区 59 167 95.2 

生品地区 272 625 97.1 

天神地区 55 156 78.6 

計 995 2,829 87.9 

川場村の下水道利用状況（下水道を使っている人）

地区名
令和２年度（令和３年３月３１日現在）

世帯数(戸) 人口(人) 利用率(％)

門前地区 71 241 60.2 

谷地地区 196 624 80.7 

川場湯原地区 102 288 82.3 

中野地区 36 141 90.0 

萩室地区 68 224 81.0 

立岩地区 57 164 96.6 

生品地区 236 563 86.8 

天神地区 38 115 69.1 

計 804 2,360 80.8 

令和２年度（令和3年3月31日現在）

田園整備課 建設係（☎内線157）
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川場小学校へ２学期より産休補助教諭として赴任されました
川場小学校　生方穂乃香
　新治中学校から参りました生方穂乃香と申します。自然豊かな川場村で子どもたちの成
長に関われること、とても嬉しく思っております。まだまだ経験は浅いですが、毎日学び
続ける姿勢を忘れず、一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。

私の宝物

　川場村立川場中学校　三年　　小林　千姫

　「川場村っていいな。空気きれいだし、給食おいしいし。」
　この言葉をくれたのは東京に住む親友です。彼女との出会いは四年前の冬、当時私の通っていた川場小学校と姉
妹校である東京都の小学校との交流の時でした。
　自分の故郷を褒めてもらえて嬉しい。と思うと同時に、私は東京に住みたい。だって東京には人気のお店がたく
さんあって、学校は一学年四クラスもある。友達も増えるしクラス替えもあるんでしょ。川場って正直何もなくない。
自然なんて見ておわりじゃん。友達も増えるわけじゃないしなあ。
　この時私はこう思っていました。しかし、たくさんの出来事によって私の考え方は大きく変わったのです。
　「おはようございます。今日も元気にいってらっしゃい。」これは、毎朝早くから畑仕事をしているおばあさんが
私にくれる挨拶です。この挨拶を聞くと憂鬱な朝でも、「頑張ろう。」と思うことができます。ある日、早く学校に行
こうと思い家を出ました。おばあさんとの挨拶が毎朝の習慣となっていた私はその日もおばあさんを探していました。
しかし、いつも居るはずのおばあさんの姿はありません。その日は結局挨拶することはできませんでした。「おばあ
さん、どうしたんだろう。」私はその時寂しさでいっぱいになりました。そして気づいたのです。おばあさんが毎朝
私にくださっていたささやかな幸せに。
　村の方々は私たち小中学生を見かけたら優しく挨拶をしてくださいます。ある人が別の人へ挨拶をし、その人が
また別の人に挨拶をする。この繰り返しによって私たちは互いに心を通じ合わせ助け合うことができる。おばあさ
んとの交流から、私は地域の人の優しさの中で見守られ、その「輪」の中で安心して生活ができていること、その
幸せに気づくことができました。
　他にも川場村の魅力はたくさんあります。県外への旅行や部活動の遠征の時に思うことがあるのです。それは、
ほんの僅かな時間で、景色がガラッと変わることです。草木の緑は建物の白へ。畑の茶色は灰色のコンクリートへ。
聞こえるものも風で木の葉が揺れる音や水の流れる音から電車や車の人工の音へ。あれ。自然は見るだけでおわりっ
て思っていたはずなのに。私は少しの間村を離れただけなのにとても川場村が恋しくなりました。私の学校では村
の方を講師として招き、話を伺うキャリア集会があります。そこで伺った話が私の心に鮮明に残っているのです。「皆
が給食で食べているお米、『雪ほたか』はとっても豊かな自然によってできているんだよ。」雪ほたかは海外で行われ
ている国際大会にも出品され、何度も金賞を受賞しているお米です。川場村の自然があるからこそこれだけおいし
いお米ができる。私はそのお米を食べて生きている。「自然は見ておわりなんかじゃない。これから川場村に来てく
ださるたくさんの方のためにもこの自然は私たちの手で守り続けなければならない。」
　力強く気高く美しい武尊山の下にある人口三千人の川場村は一人ひとりが村のため、地域の人のために豊かな思いや
りの心をもって生活しています。私もその一人です。自然を守るために手と手を取り合い助け合っていく。この団結力
はどんな大きな町にも負けない川場村の魅力だと私は思います。最後に、私は将来村の発展のために、川場村のすばら
しさを日本全国、世界へと伝えていける職業に就きたいと思っています。川場村にたくさんの幸せをもらった分、次は
私が恩返しできるよう今を精一杯生きようと思います。私の宝物。それは美しい田園風景と村のために一生懸命働いて
くださっている地域の方々。みなさんも故郷の魅力を探してみてください。
　私は故郷川場村が大好きです。

令和３年度第43回少年の主張利根沼田地区大会
　第43回少年の主張利根沼田地区大会が川場村文化会館ホールで開かれ、利根沼田管内の中学生16名が社会への提
言や日常生活から感じていることなどを発表しました。
　本村からは小

こばやし

林千
ちさき

姫さん（川場中３年・立岩）が「私の宝物」という題名で参加しました。
　小林さんの原文は以下の通りです。
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身近な話題や楽しい情報をお知らせください。　あて先は 総務課☎５２－２１１１です。

川場フォト通信

　８月24日（火）川場村役場において、川場村と第一生命保険株式会社との包括連携協
定締結式が行われました。本協定は、川場村と第一生命保険会社が相互に連携し、地
域社会の形成と発展及び村民サービスの更なる向上を図ることを目的とした締結です。
　外山村長から「包括連携を締結できたことにより、行政にない豊富なノウハウや情
報量、ネットワーク等民間企業のお力をお借りし、これまで以上に幅広く新しい事業
へ連携し取り組んでいけることを期待しています。」とあいさつ。野田群馬支社長は、「本
日の締結を起点とし、地域の課題解決に向け、継続的に協力していきたい。」と述べま
した。

川場村と第一生命保険株式会社との包括連携協定締結式

　７月31日（土）～８月５日（木）の６日間、川場

村サッカー場において沼田ロータリークラブ杯

U10・U11川場カップ2021が開催されました。

　川場村からは、川場フットボールクラブＪｒ・

昭和選抜チームの合同チームが参加しました。

U10においては、見事３位という結果を収めま

した。

暑さになんか負けないぞ!!
～沼田ロータリークラブ杯U10・U11川場カップ2021～

　８月９日（月）正田醤油スタジアム群馬にお
いて、ザスパクサツ群馬対愛媛FC戦がおこ
なわれました。試合前のピッチ上にて、㈱雪
ほたかよりザスパクサツ群馬の選手の皆さん
へ雪ほたかの贈呈式が行われました。また、
川場フットボールクラブＪｒの子ども達もご
招待していただき、贈呈式後には試合観戦を
楽しんできました。

ザスパクサツ群馬選手の皆さん雪ほたか食べて頑張って!!
～雪ほたか贈呈式～

　買い物は日々の生活において欠かすこ

とのできない重要なものです。買い物に

困っている高齢者の支援のひとつとして、

移動スーパー「とくし丸」「ゆきちゃん号」

が定期的に村内の高齢者世帯等を訪問し、

食料品及び日用品を販売することになり

ました。見守りに関する協定も締結され、

高齢者が安心して暮らせる村づくりの一

助となることを期待しています。

高齢者の買い物を支援
～移動スーパー「とくし丸」「ゆきちゃん号」が村内を走ります～

「とくし丸」毎週火・金曜日に村内を
訪問します。

「ゆきちゃん号」地域のサロンにも訪問し
ます。
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　８月16日（月）ＡＬＳＯＫ群馬スポーツセンターにおいて、第24回県小学生バンドフェスティバルが開催されました。川
場小学校金管バンド（児童23名）が出場し、栄えある金賞に輝き、西関東大会出場を獲得しました。
　昨年度の大会が、新型コロナ感染症拡大防止の観点から全て中止となってしまったため、６年生にとっては２年ぶりの
大会。４、５年生にとっては初めての大会となりました。
　コロナ禍の中、制限された練習時間に、練習内容。楽器を演奏することのできない期間もありましたが、大会当日は、
練習の成果を十分に発揮し、一人ひとりが堂々と演奏することができました。
　10月３日（日）には、ＡＬＳＯＫ群馬スポーツセンターにおいて西関東大会が開催されます。川場小学校金管バンドの皆
さん、西関東大会思う存分に楽しんできてください。

群馬県小学生バンドフェスティバル
～金賞受賞　西関東大会出場決定～

　８月24日（火）、百歳の誕生日を迎えられた藤井志げるさん（大正10年８月23日生）のご自宅に外山村長をはじめ、角
田議長、小林社会福祉協議会長が訪問して、
長寿を祝福し、百歳の慶祝状とお祝いの品々
を贈呈いたしました。
　志げるさんは、川場村デイサービスセンター
に週６回通い、体操やゲームを利用者の皆さ
んと一緒に楽しんでいるとのことです。これ
からもお元気でお健やかにお過ごしください。

百寿を祝い、慶祝状
～藤井志げるさんが百歳の誕生日を迎えられました～

　８月16日（月）から19日（木）の間、中野ビレジにおいて、中学３年生を対象としたENGLISHキャンプが開催されました。
これは国際感覚を身に付け、国際性豊かな人間の育成等を目的に国際交流事業
の一環として行われたものです。生徒は、午前中、「１人１台端末」タブレット
を使用し、現地の講師とオンラインによる、マンツーマンでのレッスンを受け
ました。午後は、英語のみを使ってのスポーツ大会や、座敷箒作り体験、中野
地区でのプチ移動教室等のアクティビティを実施しました。新型コロナウイル
ス感染症の影響で予定していたプログラムが直前に変更になることもありまし
たが、参加した生徒全員が学びも遊びも全力で取り組み、充実した４日間を過
ごしました。

ENGLISHキャンプ
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かわたんカフェ休止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る
群馬県のガイドラインに基づく要
請に合わせ、警戒度３以上の開催
は見合わせております。

今月の脳トレ
□に入る漢字はなんでしょう

価怪

安

腰

答え：物

元気いきいき！

健康福祉課だより Vol.18Vol.18

お金、財産管理、介護・福祉等契約など本人の権利を守る「成年後見制度」
　川場村では平成24年４月より成年後見制度利用支援事業が施行

されています。この事業は川場村で暮らす認知症高齢者、知的障害

者及び精神障害者の成年後見制度の利用を支援することにより、要

支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことが

できるようにするものです。窓口に川場村成年後見制度パンフレッ

ト（ホームページよりダウンロード可）が設置されておりますので、

ぜひご活用下さい。首長申立てや助成金等詳細については下記担当

までお問合せください。

　８月のかわたんカフェ開催の予定でしたが、警戒度３となり急遽中止となりました。

　ボランティアの方が準備してくださった折り紙で、涼を感じるうちわを作成し、保健センター入り口に設置

されたよしずに飾りました。早く、みなさんにお会いできる日を楽しみにしております。

　認知症相談など随時受け付けておりますので、下記までご連絡ください。

地域包括支援センター　☎50-1425

健康福祉課福祉係（障害）　　　☎52-2111

地域包括支援センター（高齢）　☎50-1425
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　○印がお休みです

９月

毎週土・日曜・祝日は閉館日です。

日

5
12
19
26

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

水
1
8
15
22
29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24

土
4
11
18
25

図書館開館日
月曜日～金曜日

図書館閉館日
毎週土・日曜・祝日

利用時間
月･火･木
午前８時30分
～午後５時15分
水･金
午前８時30分
～午後８時30分

　こんにちは。８月に着任致しました、鳥羽　雄と美奈です。
　大阪府堺市から引っ越してまいりました。
　夫婦で協力隊として受け入れていただくのは川場村では初めての事らしく、嬉し

く思います♪
僕、雄は東南アジア専門のツアーコンダクターとして各地を点々としてから、アパレルの

販売員を15年ほどしておりました！旅行のこと、お洋服のことはなんでも聞いてくださいね！
　協力隊に入隊する際に免許を取得しました！奈良ナンバーの初心者マークは僕達なのであ
たたかく見守ってください。
　私、美奈は奈良県で育ち17年ほど介護福祉士として勤めておりました。ゆくゆくはふれあいサロンや健康体操のような事
が開催できたら嬉しいです。私は運転免許歴は長いのでご安心ください☆

　２人で協力隊になろうと思い立って日本全国の募集要項を調べていくと、川場村に出会いました。応募させていただく際
に川場村の事をなるべく調べていこうと思って、調べ始めてみたら、知れば知るほど魅力的な村ではないですか！
　こんな素敵な場所に住めるチャンスは２度とない。チャンスは掴みに行くものですからね☆
　さて、そんな僕らが活動するのは、合同会社ユビト様と共に川場村の太郎地区にあります『太郎農村交流施設』の施設運
営管理が主な業務となります。
　太郎農村交流施設は、ワークシェアオフィス、ゲストハウス、ワークショップやイベント開催、旅行で川場村に来られた
方と地域の方々が気軽に集まれる場所になれるように色々な活用方法をユビト様と一緒に考えていきます。
　まだ駆け出しなので家具なども無く、毎朝お掃除をしているのですが（もちろん、チョッキさんが作られた生品箒ですよ！）
　ご近所の方が来られてお話を伺う事があるんです。

　太郎地区はこんな場所だ、ここに住んでいた人はこんな人だった、これからこんな事もし
てみたらどうか。などなど。いつもとても貴重なアドバイスを頂きます。
　こんなどこから来たか分からないような２人組に興味を持っていただいて嬉しい限りです！
　皆様も、こんなイベントをしてほしい！川場村にはこんな素敵な場所がある！など教えて
いただけると嬉しいです！
ぜひ気軽にお茶でも飲みにいらしてくださいね！（まだお茶の準備もできていませんけども笑）

　Facebook、InstagramやYouTubeも始めていますので、チェック、フォローのほど、
よろしくお願いいたします♪

地域おこし協力隊地域おこし協力隊

鳥羽

「月でたんじょうパーティーをひらいたら」

月でたんじょうパー
ティーをひらいたら、ど
んなに素敵だろう！もし、
月で過ごしたらどんな風
になるのかを科学的な知
見から描いた絵本。四角
い枠の中には解説コラム、
巻末には用語集付き。

「PRIDELESS　
受け入れるが正解」

「こだわら
ない　逆ら
わない　競
わない　諦
め な い 」。
大ブレイク
後に訪れた
悪夢。そこ
からの再起

の道のり。プライドレスな生
き方を貫くオリエンタルラジ
オの藤森慎吾が、過去、未来、
現在を綴る。

「こびと大百科　増補改訂版」

写真とイラストでコビトを
図説する本格ポケット図鑑。
その暮らし、食べ物、捕ま
え方など、圧倒的な情報量
で子どもたちの「なんで？
どうして？」に応えます。
新しい写真やイラスト、50
の復習問題を加えた増補改
訂版。

「なぜ「やる気」は
長続きしないのか」

勉強をしな
ければいけ
ないことは
分かってい
る の にTV
を見てしま
う。ダイエッ
ト中なのに

お菓子に手を伸ばしてしまう
……。目の前の欲望に流される
ことなく、目的を達成し、周り
の人たちをも幸せにする、シン
プルかつ強力な方法とは？

「本当の自由を手に入れる　
お金の大学」

「貯める・
稼ぐ・増や
す・守る・
使う」とい
うお金にま
つわる５つ
の力を鍛え、
一生お金に

困らない自由な生活を手に入
れよう！月10万円の節約の仕
方、年収100万円アップの秘
訣など、お金の悩みを解決す
る方法を伝授。

８月１日より鳥羽夫妻が川場村地域おこし協力隊に
就任しました。
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健康福祉課 福祉係（☎内線129）

かわば森のこども園
令和４年度　入園児募集のお知らせ
　来年４月からの入園児を募集します。御利用にあたりましては、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。
令和４年４月から令和５年３月までの間に施設の利用開始を希望される方は、入園申込みの際に教育保育給付認定の申請をして
ください。教育保育給付認定の区分は以下の表のとおりです。
※かわば森のこども園以外の施設を利用希望される場合は、川場村外での広域入所となります。希望される施設へ直接お問合せ
いただき、その後役場健康福祉課福祉係へご連絡ください。

◇入園資格（教育・保育給付認定）

 １号認定　村内在住の幼児（満３歳になったら入所できます）

①兄弟姉妹が在園している場合は、優先して選考決定を行います。
②園長が必要と認めた場合は、前号の次に優先して選考決定を行います。
③その他の希望者は、先着順または抽選、入園時期等により選考決定します。
 ２号・３号認定　村内に住んでいるか、来年４月までに本村に住む予定の乳幼児のうち、保育を必要とし、
 　　　　　　　　保護者が次のいずれかに該当する場合。

教育・保育給付認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設

１号認定 満３歳以上の就学前子ども（２号認定を除く） 認定こども園、幼稚園
２号認定 満３歳以上で保護者の就労等により保育を必要とする子ども 認定こども園、保育園（※）
３号認定 満３歳未満で保護者の就労等により保育を必要とする子ども 認定こども園、保育園（※）

※企業主導型保育施設利用を希望される方も認定の手続きをお願いいたします。（沼田市・ひだまり保育園など）

【１号認定者】

開園日 月曜日から金曜日

教育標準時間
午前10時から午後２時
※受入れは午前８時30分から開始

休園日 夏季休園　冬季休園　春季休園

預かり保育
午前７時30分から午前８時30分
午後２時から午後６時（別途追加料金有り）

【２号・３号認定者】

開園日 月曜日から土曜日

保育
時間

【保育標準時間】
月曜日から金曜日　午前７時30分から午後６時30分
土曜日　午前８時から午後６時
【保育短時間】
月曜日から土曜日　午前８時30分から午後４時30分

休園日 日曜日　国民の祝日　休日　年末年始

延長
保育

【保育標準時間】
月曜日から金曜日　午後６時30分から午後７時
土曜日　なし
（別途追加料金有り）※料金未定
【保育短時間】
月曜日から金曜日　午前７時30分から午前８時30分
　　　　　　　　　午後４時30分から午後７時
土曜日　午前８時から午前８時30分
　　　　午後４時30分から午後６時
（別途追加料金有り）※料金未定

※保育の必要量に応じて２つの区分に認定されます。月120時間以上の就労
の場合は「保育標準時間」と認定し、両親の両方又はいずれかが月56時
間以上120時間未満の就労の場合は「保育短時間」と認定されます。

◇利用料　１号及び２号認定者は、令和元年10月より
無償化となっております。３号認定者については、保護
者の市町村民税額を基に算定します。（住民税非課税世
帯は無償化です。）
◇副食費（おやつ代含む）利用料の無償化に伴い、２号
認定者は、１号認定者同様に実費徴収となります。３
号認定者につきましては利用料に含まれていますので、
実費徴収はありません。

◇預かり保育における施設等利用給付認定の申請ついて
　教育・保育給付認定において１号認定者が預かり保育
を利用する場合に限りますので、満３歳以上であること
が条件です。施設等利用給付認定申請書を提出し、教
育・保育給付認定とは別に施設等利用給付認定を受け
る必要があります。最大、月額1.13万円が無償化され
ます。来年度入園予定の１号認定者の方には、来年２月
中旬頃、施設等利用給付認定申請書を送付いたします。

☆☆☆かわばの森こども園より☆☆☆
現在、新型コロナウイルス感染症感染予防のため、
園内見学は実施しておりません。
（かわば森のこども園　☎52-2818）

利用申込書等の配布について　　　　　  

配布開始日　９月６日（月）から
配布場所　かわば森のこども園又は
　　　　　役場健康福祉課福祉係窓口

申込み受付　　　　　　　　　　　　  

日時　10月20日（水）　午後１時から３時まで
場所　川場村役場２階　第２会議室

①就労している（パートタイムや夜間就労を含む）
※令和４年度中に、産後休暇や育児休業から復職予定の方も
お申込みできます。
②妊娠・出産（ただし、産後８週間の属する月までの入園となります。）
③疾病、障害がある

④同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしている
⑤災害の復旧にあたっている
⑥求職活動（起業準備を含む）
⑦就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
⑧虐待やDVのおそれがあること

◇定　　員　105名

◇保育時間　
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　農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植え機等)で最高速度が時速35㎞未満のものは小型特殊自動車に分類さ

れ、軽自動車税の課税対象です。これらの車両の所有者は、道路を走行するしないにかかわらず、役場住民課税務係へ申告し、

ナンバーの交付を受けてください。

●申告が必要な小型特殊自動車は次のとおりです。

◎新規の申告に必要なもの

・所有者の印鑑

・メーカー名、車体番号等が確認できるもの(販売証明書等)

※車体番号等は車体に貼られているシール等で確認できる場合があります。その場合

はその部分が写っている写真等を窓口で見せてください。

◎所有者が変わる場合

・新しい所有者の印鑑

・旧所有者の印鑑

◎廃車(破棄等)する場合 

・所有者の印鑑

・ナンバープレート

トラクター、コンバイン、田植え機等を所有している方は、申告が必要です
住民課 税務係（☎内線123）

区分
小型特殊自動車

農耕作業用 その他

全長

制限なし

4.7m以下

全幅 1.7m以下

全高 2.8m以下

総排気量 制限なし

最高速度 時速35㎞ 未満 時速15㎞ 以下

構造

農耕トラクター
農業用薬剤散布車
コンバイン
田植え機(乗用)
など

フォークリフト
ショベル・ローダ
タイヤ・ローラ
グレーダ
ロータリー除雪自動車
など

税額 2,400円 5,900円

※上記の大きさや最高速度を超えるものは大型特殊自動車に該当します

▲小型特殊自動車には、緑色
のナンバープレートが交付
されます。ナンバープレー
トは見えやすい場所に取り
付けてください。

川場村

123

Ｑ＆Ａ
Q．公道を走らないのにナンバーが必要なのですか？

Ａ．軽自動車税は所有していることで課税されます。また、村で交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するも

のではありません。

　　自宅の敷地内でしか使わない、あるいは現在車両を使用していない、という方もナンバーの交付を受けてください。

Ｑ．軽自動車税はいつ、どのように納めるのですか？

Ａ．その年度の４月１日現在で軽自動車を所有している方に課税されます。納期限は毎年５月末日です。

Ｑ．トラクターを所有していますが、ナンバー交付を受けていないとどうなりますか？

Ａ．正当な理由なく申告をしなかった場合は、川場村税条例第88条の規定により10万円以下の過料を科せられること

があります。
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　広報かわば８月号でお知らせした「マイナポイント」事業について、申込期限及びポイント付与期限が令和３年12月31

日まで延長されます。

　役場のマイナポイント申込窓口も下記のとおり開設期間を延長しますので、マイナポイントの申込をしたい方は是非窓口

を御利用ください。

＜利用対象者＞

①令和３年４月末までにマイナンバーカードを所持している方

②令和３年４月末までにマイナンバーカードの発行申請をした方

　※マイナポイント申込が出来る利用対象者の変更はありません。

マイナポイント申込が令和３年12月末まで延長となります

マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178）

川場村役場 総務課（☎内線116）

◆マイナポイント申込支援窓口について◆

場　　　所：川場村役場庁舎１階　総務課窓口

期　　　間：12月28日（火）まで

時　　　間：午前８時30分～午後５時15分（平日のみ受付）

必要なもの：〇マイナンバーカード

　　　　　　〇マイナンバーカード受取時に設定した「利用者証明用パスワード（数字４ケタ）」

　　　　　　〇キャッシュレス決済サービスの個人識別コード等

　　　　　　  （各キャッシュレス決済サービスにより異なります）

※申込者数が国の予算上限に達し次第、マイナポイント申込受付を終了する可能性があります。

＜主な対象決済サービス＞

nanacoカード、dポイント（dカード）、auPAY（auカード）、PayPay、メルペイ、JCBカード、

イオンクレジットカード、楽天カード、WAON、Aoca、てんぐー（※）

※てんぐーは、沼田市役所窓口でのみマイナポイント申込可能

　上記以外のマイナポイント対象決済サービスについては、「マイナポイント　決済サービス」で検索ください。

　９月３日（金）に実施予定の特定計量器定期検査は緊急事態宣言発令に伴い延期いたします。

　延期後の検査日程につきましては今後の新型コロナウイルス感染症の沈静化の状況を考慮し、群馬県計量検定所と協議を

したうえで決定し、ホームページ等でお知らせいたします。

　検査の準備をされておりました皆様には、大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

問合せ先

群馬県計量検定所　☎027-263-2436

社団法人　群馬県計量協会　☎027-263-8217

川場村役場　むらづくり振興課　☎52-2111

令和３年度特定計量器定期検査の延期について

　11月２日（火）・３日（祝・水）に開催予定の令和３年度川場村文化祭は、新型コロナウィルス感染防止の観点から、中止とな

りましたのでお知らせいたします。

令和３年度川場村文化祭の中止について
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テーマ　健康づくりとスポーツとの関わり方（全３回講座）
日　時　10月17日（日）、24日（日）、30日（土）　※いずれも午前10時～12時
対　象　利根教育事務所管内の在住・在勤・在学者（定員30名程度）
会　場　利根沼田振興局（沼田市薄根町4412番地）
申　込　９月30日（木）までに電話・ＦＡＸにて、利根教育事務所生涯学習係へ
　　　　☎ 0278-23-0165　 FAX0278-23-0180
※感染症の状況によっては開催方法を変更する場合もあります。

令和３年度ぐんま県民カレッジ「オープンキャンパス」大学等出前講座開催のお知らせ

　例年、10月１日に「法の日」を記念して行われている、群馬弁護士会による無料法律相談会は、新型コロナウイルスの感
染が拡大している状況を鑑み、今年度は中止させていただきます。

無料法律相談の中止について

内　　容　ぐんま男女共同参画センターでは、専門の相談員が皆さんのお話を伺います。
　　　　　悩み等をひとりで抱え込まないで、お気軽にご相談ください。
相談日時 〈女性電話相談〉
　　　　　毎週火・水・金・日　９時～12時、13時～16時
　　　　　（年末年始、祝日、月曜日が祝日（振替休日を含む）の場合の火曜日は休み）
　　　　　女性相談専用　☎027-224-5210
　　　　　〈男性電話相談〉
　　　　　毎月１回　第４日曜日　13時～16時
　　　　　男性相談専用　☎027-212-0372
費　　用　無料

「とらいあんぐるん相談室」（群馬県）をご利用ください
ぐんま男女共同参画センター（☎027-224-2211）

　県では、さまざまな事情から家庭で生活することができない子どもを、家族の一員として迎え入れ、愛情と誠意をもって
養育してくださる里親を募集しています。群馬県独自の短期預かり里親登録制度もあります。
　中央児童相談所北部支所では、里親に関心のある人や養子縁組・特別養子縁組を検討している人への説明（相談）会を開
催します。

●第３回　10月 ６日（水）　渋川市役所第１、第２会議室にて
●第４回　10月13日（水）　草津町役場第２委員会室にて
●第５回　10月15日（金）　中之条町役場第３、第４会議室にて
●第６回　10月20日（水）　みなかみ町役場第３、第４会議室にて
●第７回　10月26日（火）　吉岡町役場保健センター（役場隣）にて
●第８回　10月27日（水）　昭和村役場第２、第３会議室にて

時　　間　各回午後１時～４時
対　　象　里親に関心のある人や養子縁組・特別養子縁組を検討している人
　　　　　（開催市町村以外にお住まいの人も含みます）
費　　用　無料
申 込 み　直接会場へ

子どもの里親になりませんか
群馬県中央児童相談所北部支所（☎0279-20-1010）
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住民課 住民係

ごみについてのアンケート集計結果

アンケート回答数

依頼数 1,054 世帯
回答数 806 世帯

76.5% 回答率

【問１】回答世帯内訳

20代 15 50代 135 80代 52
30代 52 60代 244 90代 5
40代 99 70代 169 年代未記入 35

【問３】ごみは週何回だしますか

週に１回 303
週に２回 350
２週間に１回 107
その他 33
未回答 13

【問４】家庭から出る燃やせるごみの量(1回の排出量)は
どのくらいですか

ごみ袋大　１袋 585
ごみ袋大　２袋 118
ごみ袋大　３袋以上 18
ごみ袋小　１袋 85
ごみ袋小　２袋 7
ごみ袋小　３袋以上 3

意向調査 ア分別を行うべき イ分別を行う必要は無い ウその他 未回答
20代 8 7 0 0
30代 30 14 6 2
40代 55 34 9 1
50代 95 25 13 2
60代 169 46 24 5
70代 116 33 10 10
80代 37 10 2 3
90代 4 1 0 0
年代未記入 15 11 1 8
合計 529 181 65 31

上記のことから半数以上の村民が生ごみについて分別を行うべきだ
という考えでした。

　川場村民の皆さんにご協力頂きました家庭排出生ごみ分別に関するアンケートについて、集計結果がでました

ので以下に掲載します。

※問２ 同居家族の人数

　問11 ごみ処理施設で受け入れができなくなった場合の

具体的な対応については割愛します。

【問５】家庭から出る燃やせるごみ袋の中に生ごみを一緒
に出していると思いますが、袋中の生ごみの重さを感覚
で構わないので選んでください。

その他の回答については、コンポストにて処理しているや、生ごみ
は入れていないといった回答がありました。

１㎏

３㎏

５㎏

６㎏以上

その他

未回答

ごみの重さ

281
35%

237
29%

62
8%

16
2%

182
23%

28
3%

【問７】【問６】でア）を選択した方のうち、どのような処
理を行いますか

分別を行うべきだという考えのうち、大半がコンポストを活用し堆
肥化又は敷地内処理を検討している状況でした。

コンポストを活用し堆肥化
又は敷地内処理

乾燥機等使用

未回答

分別方法

405
77%

112
21%

12
2%

【問８】村が行っているコンポストや生ごみ乾燥機等の購
入費補助制度について

半数以上の村民が補助制度について知らないと回答。

知っている

知らない

未回答

生ごみ処理機補助制度

309
38%

402
50%

95
12%

【問９】補助制度の活用状況

補助制度の活用したことがある村民は１割程度。

あり

なし

未回答

補助制度活用状況

98
12%

612
76%

96
12%

H28～R2までの補助金活用実績（件数）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R２R１H30H29H28

【問10】堆肥化した生ごみの活用方法

半数以上の村民が堆肥化したあとの処理についてどのようにしたら
いいのかわからないと回答。

肥料として活用する

活用方法が分からない

未回答

堆肥化した生ごみの活用方法

376
47%

228
28%

202
25%

【問６】現在の燃やせるごみを、生ごみとその他の燃やせ
るごみに分別していただくことについて

ア 分別を行うべき

イ 分別を行う必要は無い

その他

未回答

生ごみ分別意向調査

529
66%

181
22%

65
8%

31
4%
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【問12】川場村のごみ処理事業について日頃思っていることや改善点について

　この項目については、非常に多くの意見をいただきまし

た。全ての意見を掲載することが出来ませんが、多かった

意見について掲載させて頂きます。

●ごみ袋の料金について
・ごみ袋の代金が他地域と比べても高すぎる。今まで細か

く分けなくてもいいので高い料金を我慢できたが、分別

が細かくなるのならごみ袋の料金を安くしてほしい。

・ゴミ袋代は他市町村と比べて高いのでその点で経費が不

足しそうなので内訳を知りたい。

・全村民幸福の村づくりを目指しているのだからごみ袋は

無料化にしていただきたいと思います。

・少しごみ袋の価格が高いと思う。しっかりしているが。生

ごみ乾燥機は消費電力がかかりますがその補助は？また、

正直価格の安いものは性能弱いです。

・ごみ袋が高い．沼田市と同じにしたらどうか、できないの

なら沼田･前橋･太田あたりと比較して、こういう理由で

川場は高い。だから協力してとか広報してみれば。

・生ごみ分別することになったら今までのごみ袋の代金は

安くなるのでしょうか？今の代金でも沼田市に比べても

高すぎます。

 村としての回答 
　ごみ袋の料金が高い理由については、村民のみなさんに

ごみを収集・運搬、処分するにあたっての料金を負担して

もらうためにごみ袋の料金に賦課させて頂いているため高

額となっています。生ごみを分けることにより重量が減量

できればごみ袋の価格も減額できると考えております。

●分別について
・ビンの色の仕分けがわかりにくい。

・衛生管理上ゴミは減少しないと思われ、分別等面倒な作

業の啓蒙を住民課から村民にわかりやすく伝えていただ

きたい。

・分別ができないゴミ袋も回収していただいてるようです。

回収できない旨を貼り紙して置いていくことも問題提起

になりませんか。正しい分別だと思っている人はたくさ

んいると思う。

・分別もわかりやすくなっていて、再生活用されていると

思う。

・以前から気になっていたのですが、資源ゴミは買われる

のですか？また、買われた場合の金額は年間いくらくら

いになりますか？また、そのお金の使い道等

・ゴミの中で野菜、園芸の枝、枯れ葉の処理に困っている。

焼かれている方々が多いが禁止されていると思う？結局

ゴミ袋に入れて処理せざるを得ない。

　紙など資源として分別して出したい。紙袋でもプリント用

紙でも詳細な分別方法を提案していただけるとありがたい。

・生ゴミは新聞紙などに包むなど、きちんと村民に伝えた

方が良いのでは。沼田市などはプラなどの分別ゴミの出

し方が有りますが。同じ施設なのに出し方に違いがある

のでしょうか。スーパーのトレーは白だけが回収だけで

すが。色トレーも別に回収できればゴミが減る気がします。

処理代金が高いのでしょうか？

・たまごのパックなどもリサイクルしてほしいです。

・分別の種類をもっとわかりやすくできませんか？

　分解しづらいもの(プラスチック＋ペット＋鉄＋刃＋ゴム

などで組み合わせた物など)の捨て方が分からないし分解

できません。

・分別もわかりやすく、制度としてはゆるめでごみの出しや

すい環境だと思っている

・生ごみとその他もやせるごみを分ける理由は何でしょう

か？なぜ処理経費削減につながるか詳しく説明いただけ

ると助かります。

　またプラごみは分けないのか他市町村から来たものとし

ては不思議です。

・当日に出すごみがだいぶ前に出してある。なるべく当日に

出した方が周りがきれいでいいと思う。分別の徹底をも

う少し認識した方がいいと思う。

・プラスチックの出し方がよく分からない。ペットボトルの

ラベルやキャップをとらない人も多い。ネット袋やケー

スの文字が薄くて見えづらい。

・ごみの分別について、細かい内容が分かるようなパンフ

レットや冊子を配布して欲しい。

・川場村は資源ごみも週一で持って行ってくれごみステー

ションもきれいで不満はなく恵まれていると思ってます。

　ただリユースなど誰かの不用な物が誰かの欲しい物だっ

たりすると思うので広報などにそんなコーナーがあれば

いいなと思います。

・どのごみに分類されるのかわからないものがある。結局

出せないので困る。

・分別をもっと細かくして資源として利用して欲しい。

　例えば、プラ、現在は白色トレイしか資源に出していない

が、色付き（柄）トレイや“プラ”と表示されたもの等、

資源として出せないのはなぜか？

　紙の雑紙としてハガキ、封筒、チラシ等の資源として出

したい。出し方を検討して欲しい。

・分別が始まる頃は様々な場所で説明会やポスター等チラ

シが配られましたが、年数も経ちましたので改めて説明

会など必要になってきている時期だと思います。

　SDGsが叫ばれていますので皆さんの協力を必要と感じ

ます。

・ごみを意識して少なくする工夫。プラスチック資源で出

せるのは裏の白い物だけの決まりがあるのでスーパー等

の容器など全て燃えるごみの中に入っています。

　ペットボトルもラベルをとらない。中を洗わない。飲み

残しも少し入っている。つぶさないなど多く見られます。

収集する方の事も考えねばと思うことがあります。

・資源ごみの集め方がわかりやすいし袋もいらないのです

ごく出しやすくて助かってます。

・ゴミ処理もSDGsの理念で、例えば田プラのプラ袋を紙に
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変えるとか、トレイをなくすとか過剰包装をしないとかゴ

ミそのものを少なくする方向性をもっと議論する機会があ

れば住民参加で目標づくりが出来るのではないかと思う。

 村としての回答 
　分別の詳細な物について現在冊子を役場で作成中のため、

それを使用して村民の分別意識の向上を図りたいと考えて

おります。冊子を作ってもごみの分別方法については疑義

が生じると思いますのでその際は役場住民課まで問合せい

ただければと思います。また、プラの分別についても現在

検討している段階です。

●粗大ごみや燃えないごみ 
・粗大ゴミをだす日を増やして欲しい。

・燃えないゴミ等処理方法に関して村以外の地域では処理

場がある。村では困難でしょうか。

・不燃ゴミなどが捨てにくい状況。不法投棄になる。

・粗大ゴミの受け入れがあると嬉しいです。

・燃えないゴミの仕分けがよくわからない。危険物と乾電

池の仕分け箱をわかりやすくして欲しい。

 村としての回答 
　粗大ごみの回数を増やして欲しいという意見も多数あり

ましたので、業者と調整を行い、年２回だけでなく村民が

出しやすい環境を整備していきたいと思います。

　不燃ごみの処理場の建設については、費用もかかること

から現在検討しておりません。

●ごみステーションについて
・雨にも鳥にもつつかれないゴミステーションがあること、

ありがたいと思っています。遠くの友達がうらやましがっ

ていました。

・ごみ袋に氏名が記入されていないのがめだちますが、責

任者として記入は徹底した方が良いと思います。

・他地区の搬出を禁止してもらいたい。各地区別のごみス

テーションに搬出してもらいたい。

　他地区の者が搬出するため、ステーションがいっぱいに

なり外にあふれカラスがつついたりして見苦しいしごみ

が乱雑になり汚い。

・網やビンの箱を設置(セット)して欲しい。(現在はごみス

テーションに置いてあるので一番最初にごみ出しに行っ

た人がセットするようになっているので。)

　燃やせるごみの日を月・金→月・水・金に増やして欲し

い。(入りきらなくて外に置かなければいけない事がけっ

こうあるので。)

・回収日当日、ゴミステーションからあふれたごみをカラス

があさっているので、ネットをかけるなど何か方法があ

ればいいかと思う。

　コンポストは設置しているが、獣の被害にあわないかが心配。

・ごみステーションの修理して欲しい。(湯原下)いつもいっ

ぱいになってしまうので大きくして欲しい。

・ごみステーションが小さいと思う。もう少し大きくするか、

ごみステーションの設置を増やして欲しいと思う。

　またマナーを守れない人がいるから注意看板などを設置

してもらいたいと思った。

・購入費補助制度について今までほったらかしにしていた

担当者は反省すべき。生ごみ処理機は高いので３万円は

担当者が勉強してない。

　３万円が上限では快方に向かない。ここまでレベルが落

ちると無料で購入できても意識の向上は難しいと思う。

　コンポスターは無料。処理機役場が選んでたくさん補助

して欲しい。高齢化、人口減、勤務延長で人足出役は限

界です。花は大変。景観植樹を進めてください。

　モクレン、モミジ、アナベルごみステーション進歩がな

いが何年あふれるほど小さな小屋を使ってるの。見直し

をして多く出るところはその対応を考えてください。

　不法投棄は昔から比べると少なくなった。よく気がつい

てこの施策を考えましたね。仕掛け人は誰？エラいね。

 村としての回答 
　ごみステーションが小さいという意見をいただきました

が、村としては新規に作ることは考えていません。

　ごみステーションからごみがあふれてしまう場合には役

場でカラスよけのネットの予備がありますので、各地区の

衛生員を通じて連絡いただければ配布しますので御相談く

ださい。

　また、ごみステーションの修理については各地区区長に

１基あたり1,000円の管理費用を支払っているため各地区

で対応いただきたいと思います。

●ごみの焼却について
・自宅で家庭用ごみを燃やしている家を村はどう思ってい

ますか？

・今まで家庭内の土地でゴミを燃やしていた方々がきちん

とゴミの日にゴミとしてだしてくれるから、増えている

のであれば、増えた方が良いと思う。

・自宅敷地内にてごみを燃やしている家庭があると思いま

す。火災につながる不安・臭い等いいことないのでやめ

ていただきたい。

　ルールを守りごみ出ししている人の行動を無駄にしない

為にも見逃さない対策をお願いしたい。

・現在、ゴミは燃やせないけれどある程度、大きなものは、

借りている畑ですみのほうで燃やしたいときがあります

が、それも許されるのですか？（例、マルチの外側の紙、

大きな紙等）

 村としての回答 
　廃棄物処理法により焼却禁止の例外を除き、何人も廃棄

物を焼却してはならないと規定されているのですが、野焼

きを行っているという意見がありました。

　今後は村内パトロールを強化し、ごみの焼却について厳

しく指導していきたいと思います。

◎皆様の意見をふまえて、今後ごみの減量に取り組んで
いきますので皆様のご協力をよろしくお願いします。
　掲載されていない意見等については村のホームページ
に掲載されていますのでご覧ください。
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工場や商店、農家等で低圧の電力を使用されていた皆様へ

以下の電気機器をお持ちですか？

これらのうち、古いものの中にはＰＣＢ（有害物質）が含まれている場合があります！

【群馬県からのお願い】

上記の電気機器の中に、ＰＣＢが含まれていないか御確認をお願いします。

処分期間が2023（令和５）年３月31日と迫ってきています。

ＰＣＢを含む電気機器を発見した場合は、至急、群馬県へお知らせください。

＜御注意ください！＞

○通電中の電気機器を調べる場合は、感電のおそれがありますので専門の電気工事業者等に協力を求め

てください。

○ＰＣＢが使用された電気機器は、法令で定められた処分期間を過ぎると、事実上処分が不可能となり

ます。漏れのないよう確認の徹底をお願いします。

○経年劣化による、安定器からの液漏れ事故や低圧コンデンサーからの出火・火災事故が複数発生して

いますので、安全・防火のためにも調査の御協力をお願いします。

○安定器（事業用の照明器具）

⇒蛍光灯、水銀灯、ショーケースなどの照明器具に設

置されています。※家庭用の照明器具は対象外です。

○低圧コンデンサー

⇒溶接機、業務用冷凍冷蔵機器、モーター等で稼働す

る電気設備、揚水ポンプ等に使われており、配電盤

等に設置されている場合があります。

【連絡先】
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
☎ 027-226-2824、 haikirisaka@pref.gunma.lg.jp

群馬県産業廃棄物情報ホームページも御参照ください。
URL https://www.gunma-sanpai.jp/gp15/024.htm

ＰＣＢを使用した
安定器／低圧コンデンサーを探しています！
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　伸びた枝等が道路へはみ出し、道路通

行の支障になっている箇所が見受けられ

ます。

　土地所有者様には剪定、伐採等適切な

管理についてご配慮いただきますようお

願いいたします。

所有地における樹木等の
適正管理のお願い

　９月21日（火）～30日（木）の間、秋の全国交通
安全運動が実施されます。
『横断歩道　止まって確認　お先にどうぞ！』
をスローガンに、下記の重点項目で取り組みます。

◎子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
◎夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護な
ど安全運転意識の向上
◎自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
◎飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

　交通ルールを守り、交通事故にあわない・起こ
さないように心がけましょう。

９月30日（木）は「交通事故死ゼロを目指す日」
川場村交通安全協力会

秋の全国交通安全運動について

場所：下記は全て保健センター　問合せ：健康福祉課 健康保険係（☎内線133）
９月
健
康
ガ
イ
ド

・やんちゃクラブ

・母子健康相談

・モグかみ教室

・おはなし教室

・子育て教室

・２歳児歯科検診

・子育てサロン

＜中止＞

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に
よって、中止とさせていただく場合があります。中
止の際には、通知等でご連絡させていただきます。

　ご不明な点は健康福祉課健康保険係(☎ 内線133)
までご連絡ください。

３歳児健康診査   
９月７日（火）　12時10分～12時30分受付

※健診の対象となるご家庭には、健診２週間前になり
ましたら通知等でお知らせいたします。

＜実施＞

①決められた分別方法で！！
・ごみの種類ごとに処理の方法が違います
・品目ごとの分別方法を確認してから出しましょう

②村指定ごみ袋で！！
・分別品目ごとに分類して指定ごみ袋で出しましょう
・他市町村のごみ袋で出さないでください(他市町村のごみ袋は回収
しません)

③収集日の当日に！！
・品目ごとに決められた収集日の当日に出しましょう
・ごみの散乱などの防止のため前日や夜間には出さないでください

④朝８時までに！！
・収集作業を開始する時間は朝８時からです
・ごみの量や交通事情により収集場所の順番が変わります

⑤村内で指定のごみステーションにだす！！
・村内で決められたごみステーションに出しましょう
・ごみステーションは利用者などが管理しているため指定場所以外
には出さないでください

ごみ出しルール「５原則」
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令和３年７月末
現 在

○世帯数／1,134世帯（＋６）
○人　口／3,185人（＋５）
○　男　／1,528人（＋２）
○　女　／1,657人（＋３）

人口と世帯

表紙の写真

　ドローンを使って田んぼ
アート・武尊大橋工事・川場
村拠点整備工事を撮影しまし
た。武尊大橋は、完成に向け
着々と工事が進んでいます。
川場村拠点整備工事も始まり、
１日１日と姿を変えています。
そして緑の中に浮かび上がった見事なアート。「疫
病退散」と「大草鞋」。１日も早くコロナウイルス
感染症が終息をしますように…と願うばかりです。

　あきとだよ。幼稚園では沢山のお
友達とおしゃべりするのが大好き！
はしゃぎすぎて、たまに先生を困ら
せることもあるよ。
　ぼくは新幹線やＳＬが大好きで、
おうちでも電車のおもちゃでよく遊
ぶんだ。マイブームはふみきりごっ
こ！
　ふみきりのまねっこをして毎日楽
しく遊んでいるよ。
　これからも電車に乗って色んなと
ころへお出かけしたいな。

角田 彬
あき

人
と

くん
平成29年10月12日生／萩室

　恐竜…それは、古代の奇跡。
　恐竜…それは、４歳児のロマン
だ！！！！
　ののです。恐竜大好き♥恐竜に会
いたくて、おさんぽしながら探して
るんだ。
　見つけた人は教えてね。長靴を履
いて、網を持ってどこでも捕まえに
行っちゃうよ！
　いつか、本物の恐竜に会ってみた
いな。

角田 のの ちゃん
平成29年10月９日生／天神

※ 掲載を希望する方は、届出の際に申し出てください。
７月１日～７月30日

おくやみ ４件
　氏　名 年齢 地 区
高井　友二 87歳 天　神

細谷　ミサ 92歳 門　前

戸部　文子 94歳 生　品

戸部　たい 95歳 生　品

うぶごえ １件
　氏　名 保護者 地 区

猪野　衣
い と

音 智也 谷　地

かわば森のこども園 そらぐみのおともだちの作品

いろいろな素材を使って動物を作ったよ！

どこに何を使うか考えながら作るのが楽しかったよ！

よしの かいと くん かみむら のの ちゃん

９月の主な行事予定
10日(金) 農業委員会総会

25日(土) こども園運動会

28日(火) 区長定例会

今月が納期です

忘れずに納付しましょう。
口座振替の方は残高の確認をお願いします。
期限までに納付しないときは、延滞金を徴収します。
※ 延滞金額は納期限の翌日から納付の日までの日数に応
じ、年8.9％（納期限の翌日から１ヶ月を経過する日
までの期間においては年2.6％）の割合で計算した額。

国民健康保険税 第３期

上下水道使用料 第２期

学童クラブ保育料 (８月分)

納付期限　９月30日（木）

編 集 後 記

　川場村拠点整備工事が始まり、２ヶ月が経
ちます。毎日、車を走らせながら見る風景が
少しずつ変わっていくのがわかります。先日、
ドローン撮影をお願いし、上空から映し出さ
れた姿にびっくりしてしまいました。こんな

にも工事が進
んでいたなん
て…。たった
２ヶ月なのに、
元の景色を忘
れてしまいそ
うです。 ◯恵


